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普通預金規定 

改定後（改定箇所：赤字部分） 改定前 

普通預金規定 

1.～4.  略 

5.（預金の払戻し） 

（1）この預金を払戻しするときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章に

より記名押印してこの通帳とともに提出してください。 

（2）前項の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて

正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を

求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認

ができるまでは払戻しを行いません。 

（3）この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ

当行所定の手続をしてください。 

（4）同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるとき

は、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。 

 

6.～9.  略 

 

10.（印鑑照合等） 

（1）払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当

の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それ

らの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害

については、当行は責任を負いません。 

なお、預金者は盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当

する金額について、次条により補てんを請求することができます。 

（2）前項にかかわらず、上記5.（3）の各種料金等の自動支払いの手続に

おいて、押印に代わる当行所定の本人確認手続により、当行が本人からの

依頼に相違ないものと認めて取扱いましたうえは、ご提出いただいた書類

等につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害につい

ては、当行は責任を負いません。 

以下略                         以 上 

普通預金規定 

1.～4.  略 

5.（預金の払戻し） 

（1）この預金を払戻しするときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章に

より記名押印してこの通帳とともに提出してください。 

（2）前項の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて

正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を

求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認

ができるまでは払戻しを行いません。 

（3）この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ

当行所定の手続をしてください。 

（4）同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるとき

は、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。 

 

6.～9.  略 

 

10.（印鑑照合等） 

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注

意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの

書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害につ

いては、当行は責任を負いません。 

なお、預金者は盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当

する金額について、次条により補てんを請求することができます。 

（2）（新設） 

 

 

 

 

以下略                         以 上 
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当座勘定規定書（一般） 

改定後（改定箇所：赤字部分） 改定前 

当 座 勘 定 規 定（一般） 

第1 条～第11 条  略 

 

第12 条（手数料等の引落し） 

１ 当行が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、そ

の他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定から

その金額を引落すことができるものとします。 

２ 当座勘定から各種料金等の自動支払をする場合には、当行所定の手続を

してください。 

 

第13 条～第15 条  略 

 

第16 条（印鑑照合等） 

１ 手形、小切手、払戻請求書または諸届け書類に使用された印影または署

名（電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます）を、

届出の印鑑（または署名鑑）と相当の注意をもって照合し、相違ないもの

と認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、払戻請求書、諸届出書

類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害に

ついては、当行は責任を負いません。 

２ 手形、小切手として使用された用紙（電磁的記録により当行に画像とし

て送信されるものを含みます）を、相当の注意をもって第８条の交付用紙

であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用が

あっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 

３ この規定および別に定める手形用法、小切手用法に違反したために生じ

た損害についても、第１項と同様とします。 

 

４ 第1項にかかわらず、第12条第2項の各種料金等の自動支払いの手続にお

いて、押印に代わる当行所定の本人確認手続により、当行が本人からの依

頼に相違ないものと認めて取扱いましたうえは、ご提出いただいた書類等

につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害について

当 座 勘 定 規 定（一般） 

第1 条～第11 条  略 

 

第12 条（手数料等の引落し） 

１ 当行が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、そ

の他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定から

その金額を引落すことができるものとします。 

２ 当座勘定から各種料金等の自動支払をする場合には、当行所定の手続を

してください。 

 

第13 条～第15 条  略 

 

第16 条（印鑑照合等） 

１ 手形、小切手、払戻請求書または諸届け書類に使用された印影または署

名（電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます）を、

届出の印鑑（または署名鑑）と相当の注意をもって照合し、相違ないもの

と認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、払戻請求書、諸届出書

類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害に

ついては、当行は責任を負いません。 

２ 手形、小切手として使用された用紙（電磁的記録により当行に画像とし

て送信されるものを含みます）を、相当の注意をもって第８条の交付用紙

であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用が

あっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 

３ この規定および別に定める手形用法、小切手用法に違反したために生じ

た損害についても、第１項と同様とします。 

 

４（新設） 
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改定後（改定箇所：赤字部分） 改定前 

は、当行は責任を負いません。 

以下略 

以 上

 

以下略 

以 上 

 

総合口座取引規定 

改定後（改定箇所：赤字部分） 改定前 

総合口座取引規定 

1.～4.  略  

 

5.（預金の払戻し等） 

（1）普通預金の払戻しまたは定期預金の解約、書替継続をするときは、当

行所定の払戻請求書に届出の印章（また署名）により記名押印（また署名）

して、この通帳とともに提出してください。 

（2）前項の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて

正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を

求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認

ができるまでは払戻しを行いません。 

（3）普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行

所定の手続をしてください。 

（4）普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すこ

とができる金額（当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。）をこえる

ときは、そのいずれかを支払うかは当行の任意とします。 

 

6.～11.  略  

 

12．（印鑑照合等） 

（1）この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を

届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いま

したうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもその

ために生じた損害については、当行は責任を負いません。 

総合口座取引規定 

1.～4.  略  

 

5.（預金の払戻し等） 

（1）普通預金の払戻しまたは定期預金の解約、書替継続をするときは、当

行所定の払戻請求書に届出の印章（また署名）により記名押印（また署名）

して、この通帳とともに提出してください。 

（2）前項の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて

正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を

求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認

ができるまでは払戻しを行いません。 

（3）普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行

所定の手続をしてください。 

（4）普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すこ

とができる金額（当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。）をこえる

ときは、そのいずれかを支払うかは当行の任意とします。 

 

6.～11.  略  

 

12．（印鑑照合等） 

この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出

の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いました

うえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのため

に生じた損害については、当行は責任を負いません。 
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改定後（改定箇所：赤字部分） 改定前 

なお、預金者は盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当

する金額について、次条により補てんを請求することができます。 

 

（2）前項にかかわらず、上記5.（3）の各種料金等の自動支払いの手続に

おいて、押印に代わる当行所定の本人確認手続により、当行が本人からの

依頼に相違ないものと認めて取扱いましたうえは、ご提出いただいた書類

等につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害につい

ては、当行は責任を負いません。 

以下略 

以 上

なお、預金者は盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当

する金額について、次条により補てんを請求することができます。 

 

（2）（新設） 

 

 

 

 

以下略 

以 上 

 

納税準備預金規定 

改定後（改定箇所：赤字部分） 改定前 

納税準備預金規定 

1.～3.  略 

 

4．（預金の払戻し） 

（１）この預金は、預金者（または同居の親族）の租税納付にあてる場合

に限り払戻しができます。ただし、災害その他の事由で、当行がやむを得

ないと認めたときは租税納付以外の目的でも払戻しができます。 

（２）この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章（ま

たは署名）により記名押印（または署名）してこの通帳とともに当店に提

出してください。 

（３）前項の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについ

て正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続

を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確

認ができるまでは払戻しを行いません。 

（４）租税納付のためにこの預金を払戻すときは、同時に納付書、納税告

知書、その他租税納付に必要な書類を提出してください。この場合、当店

は直ちに租税納付の手続をします。 

ただし、当店で取扱うことのできない租税については納付先宛の銀行振

納税準備預金規定 

1.～3.  略 

 

4．（預金の払戻し） 

（１）この預金は、預金者（または同居の親族）の租税納付にあてる場合 

に限り払戻しができます。ただし、災害その他の事由で、当行がやむを得

ないと認めたときは租税納付以外の目的でも払戻しができます。 

（２）この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章（ま

たは署名）により記名押印（または署名）してこの通帳とともに当店に提

出してください。 

（３）前項の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについ 

て正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続

を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確

認ができるまでは払戻しを行いません。 

（４）租税納付のためにこの預金を払戻すときは、同時に納付書、納税告 

知書、その他租税納付に必要な書類を提出してください。この場合、当店

は直ちに租税納付の手続をします。 

ただし、当店で取扱うことのできない租税については納付先宛の銀行振
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改定後（改定箇所：赤字部分） 改定前 

出小切手を渡しますので、それにより納付してください。 

（５）この預金口座から租税の自動支払いをするときは、あらかじめ当行

所定の手続をしてください。なお、同日に数件の支払いをする場合にその

総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とし

ます。 

 

5.～7.  略 

 

8．（印鑑照合等） 

（1）払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影（または署名）を届

出の印鑑（または署名鑑）と相当の注意をもって照合し、相違ないものと

認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故

があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 

なお、預金者は盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当

する金額について、次条により補てんを請求することができます。12．（印

鑑照合等） 

（2）前項にかかわらず、上記4.（5）の各種料金等の自動支払いの手続に

おいて、押印に代わる当行所定の本人確認手続により、当行が本人からの

依頼に相違ないものと認めて取扱いましたうえは、ご提出いただいた書類

等につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害につい

ては、当行は責任を負いません。 

以下略 

以 上

出小切手を渡しますので、それにより納付してください。 

（５）この預金口座から租税の自動支払いをするときは、あらかじめ当行 

所定の手続をしてください。なお、同日に数件の支払いをする場合にその

総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とし

ます。 

 

5.～7.  略 

 

8．（印鑑照合等） 

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影（または署名）を届出の

印鑑（または署名鑑）と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認め

て取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があ

ってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 

なお、預金者は盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当

する金額について、次条により補てんを請求することができます。 

 

（2）（新設） 

 

 

 

 

以下略 

以 上 

 

 


